
平成 30年度教員採用選考の主な変更点 

義務教育課 

高校教育課 

特別支援教育課 

教学指導課 

 

社会が大きく変化する中、「新たな社会を創造する力」を育む教育を推進するととも 

に、「探究的な学び」を実践し、豊かな人間性と、確かな人権意識を有し、児童生徒・ 

保護者・地域・同僚と協働できる教員の採用を行うため、平成 30年度教員採用選考は、 

以下の点について変更します。 

 

１ 非違行為を根絶するため、面接において次の点を変更します 

(1) 一次選考「集団面接」では、社会における様々な問題の中からテーマを設定し、 

 コミュニケーション力や社会性、人権意識等をみる集団討論を実施します。 

（小・中・特・高） 

(2) 二次選考「個人面接」では、心理学等の専門的知見も踏まえ、規範意識、人権意 

識、自己認識力、他者を理解する力等をみる面接を実施します。（小・中・特・高） 

 

２ 「探究的な学び」を実践する力や豊かな人間性、他者と協働できる力 

をはかるため、次の点を変更します 

(1) 一次選考「小論文」では、評価の観点をより明確化します。（小・中・特・高） 

(2) 高等学校教員選考では、「小論文」の試験時間を 10分延長し 60分とします。（高） 

(3) 二次選考「個人面接」では、「探究的な学び」を志向し、適切に授業を構想、展 

開する力をみる模擬授業を実施します。（小・中・特・高） 

 

３ 新しい教育課題への対応をより充実させていくため、次の点を変更 

します 

 (1) 小学校における英語の教科化を見据え、小学校教諭選考において、外国語（英 

語）の能力を評価します。（小） 

・小学校教諭一次選考筆記試験「専門教科」に外国語（英語）の問題を含めて 

実施します。 

  ・小学校教諭二次選考において、外国語（英語）の実技を実施します。 



 

 (2) 「発達障がい児童生徒特別支援のための選考」を変更します。（小・中） 

  ・「受験者の条件」を、発達障がいにかかわる資格等の所有及び教育・療育等の経

験者とします。 

   ・一次選考では、筆記試験「専門教科」及び書類審査を実施し、筆記試験「一般 

教養」、小論文、集団面接を免除します。二次選考では、個人面接を２回実施し、 

発達障がい児童生徒への模擬指導を含めて実施します。 

 

４ 次の点を休止、取り止めとします 

 (1) 高等学校教諭の、特別選考「博士号取得者を対象とした選考」は、６年間実施し、 

当初の目的を一定程度達成したため、当面休止します。（高） 

  (2) 小学校・特別支援学校教諭二次選考の実技「体育」では、「水泳」を行いません。 

（小・特） 

 

 

                    

○採用予定人数 

年度 

小・中・特別支援学校 小・中学校 高等学校 合計 

小学校 

教諭 

中学校 

教諭 

特別支援 

学校教諭 
養護教諭 栄養教諭 

高等学校 

教諭 
養護教諭 

 

H30 
175名 

程度 

110名 

程度 

50名 

程度 

20名 

程度 
若干名 

100名 

程度 
若干名 

465名 

程度 

H29 150名 100名 45名 16名 ６名 87名 ２名 406名 

  

※ 特別選考「身体に障がいのある人を対象とした選考」については、採用予定人数 

の中ですべての学校種を合わせて 10名程度募集します。 

 


















